
総 合 政 策

総

合

政

策
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広 域 連 携 推 進 事 業 

１．共同処理センターの設置 

大阪府では、「自分たちのまちのことは自分たちで決める」という考えの下、府の権限・

事務の市町村への移譲を進めている。その移譲事務を、広域連携により確実、かつ、効率

的に処理するため、平成 23 年 10 月１日、2 市 2 町（池田市・箕面市・豊能町・能勢町）

で「共同処理センター」を設置し、福祉やまちづくり分野など 54 事務を共同で処理してい

る。 

同センターの設置は、平成 23 年 8 月 1 日に施行された地方自治法の一部を改正する法

律（平成 23 年法律第 35 号）に基づく新たな仕組み「長の内部組織の共同設置」を全国に

先駆け活用した取り組みである。 

２．共同処理センターの組織イメージ図 

　共同設置課

池田市 箕面市 豊能町 能勢町

　　広域まちづくり課
　　広域住宅課
　　広域指導課
　　広域風致緑政課

大　　　阪　　　府　（特例条例による事務権限の移譲）

　分野
福祉部門

（児童福祉部門を除く）
福祉部門
（児童福祉）

生活安全部門

共　同　処　理　セ　ン　タ　ー　（共同設置した課の総称）

　広域子育て支援課
　広域学校生活支援課
　広域幼児育成課
　広域人権課

広域福祉課
　　広域商工課
　　広域公園みどり課

広域環境保全課

分担処理

公害規制部門 まちづくり部門

　幹事市 箕面市 池田市

箕面市職員

　執務場所
箕面市立総合保健
福祉センター内

住　　民　　等

最大54事務

①申請・届出 ②許可・認可

箕面市役所内 池田・府市合同庁舎内

　職員（※） 池田市職員

　処理方法 集中処理
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広 域 人 権 課

１． 経緯・事務内容

平成２３年１月に移譲。

社会福祉法に基づき、隣保事業開始の届出等の受理等を行う。（幹事市：箕面市）

２． 実績

平成２９年度・・・０件。

広 域 商 工 課

１． 経緯・事務内容

２．実績

【経緯】

下記①、②は、平成２３年１月に、③は平成２３年１０月に大阪府より事務移譲。

【各事務内容】

① 消費者の生命又は身体に対する危害の発生防止を図り、消費者の利益を確保

するため、ガス用品・電器用品について安全マークが表示されていることの

調査を行う。

② 採石法に基づき、採石業者が岩石採取を行う場合の認可・変更等の事務を

行う。

③ 大規模小売店舗立地法に基づき、当該店舗の新設及び変更の届出等の事務

を行う。

①  ガス事業法に基づく立入検査・・・・０件

電器用品安全法に基づく立入検査・・１件（平成３０年３月１４日実施）

②  岩石採取計画の認可・・・・・・・・０件

変更の認可・・・・・・・・・・・・０件

③ 大規模小売店舗新設届の受理・・・０件

変更届等の受理・・・・・・・・・０件
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広 域 環 境 保 全 課 

１．経緯・事務内容

 環境監視について、平成２３年１０月に事務の権限が大阪府より移譲され、大気汚染防

止法や水質汚濁防止法等に基づく規制、指導、届出事務を行っている。 

２．実績

届出受付件数                      （単位：件） 

届出件数

大気汚染防止法 29

大阪府生活環境の保全等に関する条例 10

ダイオキシン ダイオキシン類対策特別措置法 2

水質汚濁防止法 11

大阪府生活環境の保全等に関する条例 0

土壌汚染対策法 2

大阪府生活環境の保全等に関する条例 2

ＰＲＴＲ法 13

大阪府生活環境の保全等に関する条例 14

公害防止
特定工場における公害防止組織の整備に関する法
律

2

　種　　類

大　気

水　質

土　壌

化学物質

工場・事業場への立入検査   １６件 

広 域 風 致 緑 政 課 

１．風致地区に関する事務について 

 市内３ヶ所の風致地区内における建築物の建築、その他工作物の建設等の許可等に関す

る事務を行う。 

申請受理件数                         （単位：件） 

事務取扱名 件数 

風致地区行為の許可等 ２６ 
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 1. 身体障がい者手帳の交付について

 2. 精神障がい者保健福祉手帳の交付について

 3. 指定障がい福祉サービス事業者の指定等について

 4. 指定居宅サービス事業者の指定等について

 5. 特別養護老人ホーム（定員29人以下の施設）の設置の認可について

 6. 老人デイサービスセンター等の設置の届出受理等について

 7. 有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等について

 8. 社会福祉法人の設立認可等について

 9. 社会福祉事業（老人福祉センター）開始の届出の受理等について

4件

処理件数 0件 0件 0件 0件 0件

区分
事業開始
届出受理

変更等
届出受理

報告徴収
施設書類等

の審査
停止命令

処理件数 0件 3件 1件 0件 0件

区分 設立認可
定款変更
認可等

指導監査 停止命令 解散命令

処理件数 1件 14件 0件 6件 0件

区分
設置の

届出受理
変更等

届出受理
報告徴収 立入検査 改善命令

停止命令

処理件数 6件 11件 0件 0件 0件 0件

区分
設置の

届出受理
変更等

届出受理
報告徴収 立入検査 改善命令

処理件数 0件 0件 0件 0件 0件

0件 0件 0件

区分
設置の

届出受理
設置認可

変更等
届出受理

報告徴収 認可取消

勧告･命令 指定の取消
介護 介護予防

処理件数 18件 6件 5件 324件 21件

区分 実地指導
指定 変更等

届出受理
更新 立入検査

指定の取消

処理件数 7件 11件 196件 11件 0件 0件

区分 実地指導 指定
変更等

届出受理
更新 勧告･命令

処理件数 456件 146件 304件 3件 3件

区分 申請件数 新規 更新等 不承認 申請取下げ

処理件数 303件 184件 102件 11件 2件

広 域 福 祉 課

区　分 申請件数 新規 等級変更等 返却 非該当 取下げ
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広 域 子 育 て 支 援 課

１． 経緯・事務内容

平成２３年１月大阪府より助産施設及び母子生活支援施設設置の認可の権限が

移譲された（幹事市：箕面市）。平成２５年４月箕面市の機構改革に伴い「広域

子ども支援課」から現課名に変更された。

２． 実績

平成２９年度・・・０件

広域学校生活支援課

１． 経緯・事務内容

平成２３年１月大阪府より放課後児童健全育成事業開始の届出の受理の権限が

移譲された（幹事市：箕面市）。平成２６年４月箕面市の機構改革に伴い「広域

子育て支援課」から現課に移管された。

２． 実績

平成２９年度・・・０件

広 域 幼 児 育 成 課

１． 経緯・事務内容

平成２３年１月に大阪府から保育所にかかる認可等、認可外保育施設からの届出の

受理等に関する権限が、平成２８年４月に認定こども園にかかる認可等の権限が移譲

された。

２． 実績

平成２９年度・・・２０件

３． 広域処理

２市２町（池田市・箕面市・豊能町・能勢町）の共同処理とし、幹事市は箕面

市。執務場所は同市役所である。
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広 域 住 宅 課

１．経緯・事務内容

  平成２３年１月大阪府より権限が移譲された。

終身建物賃貸借事業の認可、マンション建替事業の認可、指導監督を行う。

（幹事市：池田市）

２．実績

  マンション建替事業の認可 1 件（平成２７年度）

広 域 指 導 課

１．経緯・事務内容

  平成２３年１月に大阪府より２７事務の権限が移譲された。

平成２９年３月末時点では、開発行為及び宅地造成等規制法に基づく宅地造成工

事の指導・許可などの関連事務（下表参照）を行う。

事   務 

（都市計画法に基づく）開発行為の許可等 

宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可等 

造成宅地防災区域の指定等 

宅地造成工事規制区域指定等 

２．実績

  平成３０年３月末実績

開発行為の許可等                     ７２件

宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可等  ６件

※その他の事務についての実績はない。

※開発許可、宅地造成等規制法に関する許可等の事務処理は箕面市を除く。 
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広 域 ま ち づ く り 課

１．経緯・事務内容

  平成２３年１月に大阪府より２７事務の権限が移譲された。

平成２９年３月末時点では、防災街区整備事業の認可、屋外広告物の許可、土地

区画整理事業の認可、市街地再開発事業の認可などの関連事務（下表参照）を行う。

事   務 

景観法・大阪府景観条例に基づく届出・完了届の受理 

再開発事業計画の認定等 

個人施行者の施行する住宅街区整備事業に係る認可、指導監督等 

施設住宅等の区分所有者相互の事項に係る管理規約の認可 

住宅街区整備事業により取得した施設住宅の一部の譲渡の届出の受理 

組合が行う住宅街区整備事業に係る認可、指導監督等 

土地区画整理促進区域内等における土地の買い取り申出 

区画整理会社の土地区画整理事業の認可、指導監督等 

個人の土地区画整理事業の施行認可、指導監督等 

組合の土地区画整理事業の認可、指導監督等 

土地区画整理事業に係る建築行為等の許可等 

防災街区計画整備組合の設立の認可等 

屋外広告物の許可事務等及び措置命令等の事務 

２．実績

  平成３０年３月末実績

   組合の土地区画整理事業の認可、指導監督等        ３件

個人の土地区画整理事業の施行認可、指導監督等      ２件

屋外広告物の許可事務等及び措置命令等の事務     ３２７件

※その他の事務についての実績はなし。
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広 域 公 園 み ど り 課

１．事務内容

 砂利採取法に基づき、砂利採取時における採取計画の認可に関する事務を行う。

２．経緯

 平成２３年１月に大阪府より権限が移譲され、平成３０年３月末現在実績はない。

３．広域処理

２市２町の共同処理とし、幹事市は箕面市。執務場所は同市役所である。
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７．地　方　債

（単位：千円）

総 務

民 生

衛 生

              公  営  住  宅商 工 労 働

              清            掃土 木

消 防

教 育

 減 税 補 填 債

 臨 時 税 収 補 填 債

臨 時 財 政 対 策 債

減収補填債(特例分)

退 職 手 当 債

第 三 セ ク タ ー 等
改 革 推 進 債

８．市民一人当たりの市債現在高（一般会計・平成29年度末）

借入先別現在高

９．収益事業の状況

（単位：千円）

区分

 １．普      通      債

 ２．災  害  復  旧  債

 ３．そ      の      他

計

平成28年度末

現  在  高

平成29年度末

現  在  高
当初起債
見 込 額

元金償還
見 込 額

平成30年度中増減見込額 平成30年度末

見  込  額

47,597

10,874,874

363,433

885,915

84,029

17,200

3,479,745

17,058,237

1,893,640

2,104,950

33,795,732

891,420

305,726

5,738,826

59,732

22,861,126

865,282

11,189,677

595,294

854,024

844,332

15,050

3,058,435

185,950

5,636,592

53,530

22,492,614

699,430

-

17,621,089

779,940

1,457,225

1,934,930

33,735,821 5,887,600

-

705,900

-

1,700,000

3,446,700

-

-

2,405,900

35,000

413,100

-

524,966489,500

-

859,100

1,270,400

414,600

956,018

6,218

2,369,256

167,654

-

1,904,422

33,310

299,481

12,090

2,150

111,480

865,220

170,020

4,279,896

12,731,955

976,584

1,824,943

1,691,342

12,900

76,407

3,022,969

109,543

5,093,674

82,312

22,529,258

531,776

借　 入 　先

財 　務 　省

（旧）日本郵政公社

-

18,266,207

668,460

1,297,905

1,764,910

35,343,525

1,054,882

            年   度

  区   分

競 艇 事 業

325,947円     

大　 阪 　府

銀 行 その他

合        計

平成28年度 平成29年度

市民一人当たり金額

131,285円     

14,405円     

1,137円     

179,120円     

平成30年度
当初予算

58,768 54,839 35,368 24,221 57,937 40,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度
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行 財 政 改 革 

本市では、平成 23 年度から「第 6 次池田市総合計画」に基づく下記の 4 項目の施策

について、4 年ごとに具体的な実施プログラムを定めた行財政改革のプランを策定し、

現在は、平成 27 年度から平成 30 年度までを改革期間とする「池田市行財政改革推進

プランⅡ」に沿った取組を進めている。 

(1) 開かれた市政の推進 

(2) 健全な行財政運営の推進 

(3) 広域行政の推進 

(4) 情報通信技術の活用 

「池田市行財政改革推進プランⅡ」（平成 27 年 3 月策定）の概要 

【改革期間】 

  平成 27 年度から平成 30 年度までの 4 年間 

【改革の目標】 

(1) 改革期間における目標（平成 27 年度 平成 30 年度） 

① 財政調整基金残高 平成 30 年度末 10 億円以上 

② 経常収支比率 90％台 

③ 職員数（一般会計）600 人程度 

④ 人件費総額（退職金を除く。） 60 億円未満 

(2) 中期目標（平成 27 年度～平成 34 年度） 

⑤ 安定的な財政構造の確立（臨時財源補てんをせず経常収支黒字化） 

【各種数値目標の推移】 

(単位 ①・④：百万円、②：％、③：人) 

区 分 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

① 財政調整基金残高 4,434 4,538 5,142 ― 

② 経常収支比率(※) 93.9 93.0 91.1 ― 

③ 職員数 

(一般会計) 
600 595 598 ― 

④ 人件費総額 

(退職手当を除く) 
6,045 5,965 6,080 ― 

(※)②経常収支比率は速報値 
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資 産 活 用 

概     要 

市有資産を取り巻く状況としては、経済・社会情勢の変化や厳しい財政状況、公共施設

の老朽化による施設の建て替え需要等の問題への対策が求められている。 

上記の問題に対し、平成 27 年度に国の要請により策定した、「池田市公共施設等総合管

理計画」に基づき、施設の劣化状況、利用状況、経費、分布やニーズ、他計画に定められ

た目標等を勘案しつつ、個別施設計画の策定に向け、市有資産の適正な保有量や更新費用

の把握、再整備・再配置等の方向性を検討している。 
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地 域 分 権 制 度 

１．制度導入の経緯 

池田市では、平成 18 年 4 月に「池田市みんなでつくるまちの基本条例」を制定し、市民、

市議会及び市の協働によるまちづくりを進めている。 

そのような中で、平成 19 年 6 月に「自分たちのまちは自分たちでつくる」を合言葉に「池

田市地域分権の推進に関する条例」を制定し、市民が自主的・自立的にまちづくりを行う

ことで、地域内の共通課題の解決を図り、市との協働でまちづくりを進めていこうとする

「地域分権制度」を全国に先駆けて導入した。 

２．制度の概要 

地域の共通課題を解決するため、小学校及び義務教育学校の通学区に設置された地域コ

ミュニティ推進協議会に予算提案権を付与し、暮らしやすいまちづくりを実現する。 

【協議会の権限】 

 ・地域の課題やニーズに合った事業を市に（予算）提案 

 ・市が現在行っている事業を市との協働により実施 

 ・自主活動の実施 

【予算提案額】 

・予算提案権の限度額は、各地域ごとに人口・面積を考慮して上限（概ね 900 万円）を

設定し、単年度ではなく中・長期的な事業実施もできるよう、提案されなかった額を

基金として積立てられるようにしている。 

地域と市との協働により、地域の

ニーズに合った事業を実施！

市 議 会
予算等のチェック

市

民

市 

役

所

A校区・地域 

コミュニティ 

推進協議会
B校区・地域 

コミュニティ 

推進協議会

市民サービスの提供

税の一部 各地域

から提案

事業の実施

市民税の納付
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３．協議会別提案額等（平成 30 年度提案額）               （千円）

協   議   会 人口（人） 提案枠 予算額 繰越額

池田地域コミュニティ推進協議会 13,972 9,468 9,363 105

秦野地域コミュニティ推進協議会 10,234 9,698 9,667 31

北豊島地域コミュニティ推進協議会 12,396 12,097 10,885 1,212

くれは地域コミュニティ推進協議会 11,903 15,227 6,863 8,364

石橋地域コミュニティ推進協議会 11,865 10,222 6,515 3,707

五月丘地域コミュニティ推進協議会 6,814 12,435 3,946 8,489

石橋南地域コミュニティ推進協議会 7,030 9,206 7,543 1,663

鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会 9,045 9,430 6,752 2,678

神田地域コミュニティ推進協議会 9,932 12,996 8,763 4,233

ほそごう地域コミュニティ推進協議会(細河地区) 4,640 9,218 8,826 392

ほそごう地域コミュニティ推進協議会(伏尾台地区) 5,382 9,910 6,278 3,632

合       計 103,213 119,907 85,401 34,506

※人口は平成 29 年 4 月 1 日現在。

※提案枠には、地域分権推進基金の 19,895,000 円を含む。 

４．主な提案事業（平成 30 年度） 

事 業 種 別 事 業 名 予算額（千円） 提案件数 

安 全 ・ 安 心 

道路安全対策事業 4,965 8 

地域自主防災体制強化事業 4,690 9 

防犯カメラ設置・運営事業 3,272 10 

小  計 16,496（19.3％） 52 

福  祉 

高齢者等配食サービス補助事業 2,500 1 

子育て支援関連事業 3,439 10 

小  計 6,384（7.4％） 15 

環  境 

花いっぱい整備事業 653 9 

地域美化事業 1,177 6 

小  計 3,220（3.8％） 21 

広  報 

地域掲示板設置事業 1,823 7 

コミュニティ紙等発行事業 4,422 11 

小  計  7,925（9.3％） 23 

コミュニティ振興 

協議会事務所設置事業 14,784 8 

地域行事・イベント事業 12,804 38 

小  計 33,614（39.4％） 69 

そ の 他 

公園整備事業 1,704 4 

地域内会館改修事業 7,257 3 

小  計 17,762（20.8％） 24 

合 計 85,401（100.0％） 204 
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公 益 活 動 の 促 進

１．公益活動促進事業 

    各分野で活動する公益活動団体への情報提供や啓発及び公益活動団体のリーダー養成

のための人材養成講座などを公益活動促進協議会（市民を中心に組織された公益活動団

体）を中心に実施。民意を反映した市民主体の活動促進に努めている。 

  また、市と協働しようとする公益活動団体で審査基準を満たすものについては、同協

議会の意見を聴いた上で、公益活動団体の登録（登録されると、市業務の受託や公益活

動助成金の申請、共同利用施設の無料使用が可能）を行っている。 

【平成２９年度 ５団体新規登録、合計８１団体登録】 

２．公益活動促進センター管理事業 

    公益活動団体が活動しやすい環境を整えるため、活動の拠点となる池田市立公益活動

促進センターは公益活動促進協議会を指定管理者に指定し、公益活動を行う個人や団体

間の情報交換・情報収集等が可能となるよう効果的な運営を実施している。 

３．公益活動促進基金事業 

    市民から、市又は指定団体（登録団体の中から市長が指定する中間支援団体で、現在

は、社会福祉協議会及び公益活動促進協議会の２団体）に贈られた公益活動の促進のた

めの寄附金と同額を、市が一般財源から拠出し積み上げるマッチングギフト方式の基金

を運用している。 

平成２８年８月より寄附金増加を目的としてソフトバンク株式会社が提供する募金

サービス「かざして募金」を導入した。本サービスの導入により、募金額と同額の寄附

をソフトバンク株式会社からも受けられ、募金額とソフトバンク株式会社の拠出額と同

額をマッチングギフト方式により市が拠出することで、寄附者の寄附金が４倍となり公

益活動促進基金に積み立てられる。 

公益活動促進基金は、登録団体及び指定団体への活動助成の原資となっている。 

【平成２９年度末基金残額 4,523,578 円】 

４．公益活動助成事業 

    市との協働の促進及び団体の自立と活動の活性化を図るため、登録団体及び指定団体

が行う公益活動や公益活動を促進する活動に対して助成金の交付を行っている。 

【平成２９年度 ２１団体 1,721,000 円交付】 
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５．協働事業提案制度 

    市に登録している公益活動団体が、市が実施している（今後実施する）事業の中で、

市と協働可能なものについて、提案することができ、活動の活性化に努めている。 

【平成２９年度 提案数０件】 
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コミュニティ活動 

市民の連帯意識の高揚と良好な地域社会の形成をはかるため、コミュニティ活動施設の

運営や自治会、町内会をはじめとする地域組織との連絡調整などを通して、市民の自発的

なコミュニティづくりに対する条件整備に努めている。 

１．コミュニティセンター 

市民や各種団体の交流並びに教養の向上、福祉の増進に役立てることを目的とする複

合的な施設であるコミュニティセンター４館を設置し、地域の実情に即した運営に努め

ている。 

施設の管理運営は、平成１６年度から「指定管理者制度」を導入し、地域団体などで

構成するコミュニティセンター管理運営委員会を指定管理者に指定して、より効果的、

効率的な施設の管理運営に努めている。 

名 称 所 在 地 開 設 年 月 

池田市立コミュニティセンター 栄本町９番１号 昭和５２年 ４ 月 

池田市立伏尾台

ｺ ﾐ ｭ ﾆ ﾃ ｨ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 

伏尾台第１会館 伏尾台３丁目４番地の３ 昭和５６年１２月 

伏尾台第２会館 伏尾台１丁目１８８番地 平成 ３ 年 ４ 月 

池田市立細河ｺ ﾐ ｭ ﾆ ﾃ ｨ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 東山町６１７番地の１ 平成１１年 ４ 月 

２．共同利用施設 

昭和４３年度から共同利用施設３４館を整備しており、航空機騒音軽減のための用 

途に加えて、地域のコミュニティ活動の拠点としての活用に努めている。 

施設の管理運営は、平成１６年度から「指定管理者制度」を導入し、地域団体など

で構成する各会館運営委員会を指定管理者に指定して、地域の特色を生かしたより効果

的、効率的な施設の管理運営に努めている。 

名 称 所 在 地 開 設 年 月 

神 田 会 館 神田３丁目５番１６号 昭和４４年４月 

豊 島 南 会 館 豊島南１丁目８番５号 昭和４６年４月 

住 吉 会 館 住吉２丁目３番２４号 昭和４６年４月 

石 橋 会 館 石橋４丁目６番２号 昭和４７年４月 
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秦 野 会 館 旭丘１丁目９番Ｇ－１０１号 昭和４８年５月 

呉 服 会 館 呉服町１１番１号 昭和４８年４月 

豊 島 北 会 館 豊島北１丁目７番１７号 昭和４９年７月 

池 田 会 館 新町１番８号 昭和５０年４月 

早 苗 の 森 会 館 神田４丁目７番２号 昭和５０年４月 

井 口 堂 北 会 館 井口堂１丁目６番４号 昭和５１年６月 

神 田 北 会 館 神田１丁目２８番２７号 昭和５２年４月 

宇 保 会 館 宇保町５番１７号 昭和５３年４月 

城 南 会 館 城南１丁目８番２２号 昭和５３年４月 

空 港 会 館 空港１丁目１１番４号 昭和５４年３月 

鉢 塚 会 館 鉢塚２丁目８番５号 昭和５４年４月 

五 月 丘 会 館 五月丘２丁目４番１号 昭和５４年４月 

脇 塚 会 館 神田２丁目１８番３２号 昭和５５年５月 

桃 園 会 館 桃園１丁目９番１２号 昭和５５年６月 

上 池 田 会 館 上池田１丁目９番１９号 昭和５５年８月 

旭 丘 会 館 旭丘３丁目７番１３号 昭和５６年４月 

渋 谷 会 館 渋谷３丁目３番１８号 昭和５６年４月 

天 神 会 館 天神２丁目２番１３号 昭和５６年４月 

南 畑 会 館 畑１丁目７番４号 昭和５７年３月 

荘 園 会 館 荘園１丁目７番１３号 昭和５７年３月 

花 園 会 館 旭丘１丁目１番１０号 昭和５７年５月 

石 橋 北 会 館 石橋２丁目４番１６号 昭和５８年４月 

宮 之 原 会 館 神田４丁目１０番１０号 昭和５８年４月 

石 橋 駅 前 会 館 石橋１丁目２３番６号 昭和５８年６月 

中 之 嶋 会 館 神田３丁目８番１２号 昭和５９年４月 

河 原 島 会 館 神田３丁目５番２１号 昭和５９年４月 

姫 室 ・ 室 町 会 館 姫室町３番１号 昭和６０年４月 

北 神 田 会 館 神田２丁目２１番２８号 昭和６０年４月 

池 田 駅 前 北 会 館 菅原町３番１号 ステーションＮ内 昭和６０年５月 

池 田 駅 前 南 会 館 呉服町１番１号 サンシティ池田内 昭和６２年４月 

  ※石橋会館については、平成３０年５月３１日をもって閉館。 
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